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 都市計画提案制度の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事前相談（要綱第２条～第４条関係） 

相談窓口（計画調整局計画部都市計画課）にて、制度の概要等や提出書類についての

説明をする。その後、都市計画提案を行おうとする方から、提案区域内の土地所有者等

や周辺住民への説明や、提出書類の準備・作成し、窓口へ提出がある。 

都市計画提案書の受理（要綱第５条・第６条関係） 

  提案に必要な書類が大阪市へ提出される。提案できる要件をすべて満たしていれば提

案を受理し、満たされていない場合は、補正通知を行う。 

まちづくりへの方針への適合性・周辺

住民との調整状況・環境への配慮等の観

点から、都市計画の決定又は変更の必要

性を判断する。（要綱第８条関係） 

都市計画の案の作成 

条例に基づく原案縦覧（地区計画のみ） 

法定縦覧 

大阪市都市計画審議会 

都市計画の決定・変更 

告示 

提案者に対し、不採用の通知 

決定・変更の 
必要あり 

（要綱第９条関係） 

決定・変更の 
必要なし 

（要綱第 10 条関係） 

提案を踏まえ、市が都市計画素案を作成 

素案に対して、提案者からの意見聴取 

意見聴取 付議 


